
第506号

発　行　令和 8年 1月15日

発行所　名護市

市   章
　　　　総務部総務課

　　　――――　条　　　　例　―――― ○　名護市規則第40号(総務課)

○　名護市条例第25号(総務課) 　名護市公有財産規則の一部を改正する規則

　名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営 　の公布について

　に関する基準を定める条例の公布について 　　　――――　訓　　　　令　――――

○　名護市条例第26号(総務課) ○　名護市訓令第1号(総務課)

　名護市情報通信・金融特区施設の設置及び 　名護市公印に関する規程の一部を改正する

　管理に関する条例の一部を改正する条例の 　規程の公表について

　公布について 　　　――――　告　　　　示　――――

○　名護市条例第27号(総務課) ○　名護市告示第1号(介護長寿課)

　名護市国際交流会館の設置及び管理に関す 　公示送達書の告示について

　る条例の一部を改正する条例の公布につい ○　名護市告示第2号(市民課)

　て 　住所異動催告及び催告期限経過後（令和8

○　名護市条例第28号(総務課) 　年1月7日）住民票消除の告示について

　名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置 ○　名護市告示第3号(国民健康保険課)

　及び管理に関する条例等の一部を改正する 　配当計算書（謄本）の公示送達について

　条例の公布について ○　名護市告示第4号(維持課)

○　名護市条例第29号(総務課) 　指定管理者指定告示について

　名護市税条例の一部を改正する条例の公布 ○　名護市告示第5号(税務課)

　について 　市税滞納者の督促状の公示送達について

○　名護市条例第30号(総務課) ○　名護市告示第184号(総務課)

　名護市林野条例の一部を改正する条例の公 　名護市防犯カメラ等の設置及び運用に関す

　布について 　る要綱の一部を改正する要綱の公表につい

○　名護市条例第31号(総務課) 　て

　名護市火災予防条例の一部を改正する条例 ○　名護市告示第185号(都市計画課)

　の公布について 　名護市都市計画審議会（専門委員会）設置

　　　――――　規　　　　則　―――― 　及び運営要綱の一部を改正する要綱の公表

○　名護市規則第1号(総務課) 　について

　名護市乳児等通園支援事業の認可等に関す ○　名護市告示第186号（国民健康保険課)

　る規則の公表について 　差押調書（謄本）の公示送達について

○　名護市規則第2号(総務課) ○　名護市告示第187号(健康増進課)

　名護市個人番号の利用に関する条例施行規 　名護市低所得妊婦産科受診料支援事業実施

　則の一部を改正する規則の公布について 　要綱の一部を改正する要綱の公表について

○　名護市規則第39号(総務課) ○　名護市告示第188号(健康増進課)

　消防長事務委任規則の一部を改正する規則 　名護市１か月児健康診査に係る費用助成金

　の公布について 　事業実施要綱の公表について

名　護　市　公　報

名護市公報



○　名護市告示第189号(財政課) 　いて

　令和７年度名護市一般会計補正予算の公表 ○　名護市公告第102号(工事契約検査課)

　について（第５号補正） 名護市公募型指名競争入札の実施について

○　名護市告示第190号(財政課) （21世紀の森公園園路照明改修工事（そ

　令和７年度名護市一般会計補正予算の公表 の１））

　について（第６号補正）

○　名護市告示第191号(財政課)

　令和７年度名護市国民健康保険特別会計予

　算の公表について（第３号補正）

○　名護市告示第192号(財政課)

　令和７年度名護市後期高齢者医療特別会計

　予算の公表について（第２号補正）

○　名護市告示第193号(財政課)

　令和７年度名護市介護保険特別会計予算の

　公表について（第３号補正）

○　名護市告示第194号(観光課)

　名護自然動植物公園の指定管理者の告示に

　ついて

○　名護市告示第195号(観光課)

　名護市轟の滝広場の指定管理者の告示につ

　いて

○　名護市告示第196号(商工・企業誘致課)

　名護市情報通信・金融特区施設指定管理者

　指定告示について

○　名護市告示第197号(商工・企業誘致課)

　名護市サンセットオフィス交流施設指定管

　理者指定告示について

○　名護市告示第198号(園芸畜産課)

　名護市食肉センターの指定管理者の指定の

　告示について

○　名護市告示第199号(地域力推進課)

　地縁による団体の規約変更の認可及びその

　通知について（名護市古我知区）

　　　――――　公　　　　告　――――

○　名護市公告第1号(教育委員会　総務課)

　名護市学校給センター調理等業務委託に係

　る公募型プロポーザルの実施について（公

　告）

○　名護市公告第2号(都市計画課)

　名護都市計画下水道の変更に係る公告縦覧

　について

○　名護市公告第100号(工事契約検査課)

　名護市公募型指名競争入札の実施について

　(宮里大南線（1工区）道路改良工事（そ

　の7）)

○　名護市公告第101号(税務課)

　公売公告の掲示及び公売通知書の発送につ



名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を{める久イ,
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.

名護市条例第23"号

名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を{める久イ,

名護市長涙旦知式
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名護市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第1章総則(第1条一第20条)

第2章乳児等通園支援事業

第1節通則(第21条)

第2節一般型乳児等通園支援事業(第22条一第25条)

第3節余裕活用型乳児等通園支援事業(第26条・第27条)

第3章雑則(第28条)

附則

第1章総則

(趣旨)

第1条この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下 N却という。)第34条の1

6第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳幼児支

援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)

を定めるものとする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

①乳児法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

②幼児法第4条第1項第2号に規定する幼児のうち、満3歳に満たない者をいう。

③利用乳幼児乳児等通園支援事業を利用する乳幼児をいう。

④乳児等通園支援事業者乳児等通園支援事業を行う者をいう。

⑤乳児等通園支援事業所乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。

⑥乳児等通園支援法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児への遊び及び生活の

場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例

による。

(最低基準の目的)

第3条最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かっ、適切な訓練

を受けた職員呼L児等通園支援事業所の管理者を含む。以下同じ。)が乳児等通園支援を

提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するも



のとする。

(最低基準の向上)

第4条市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属

する乳児等通園支援事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させる

よう勧告することができる。

2 本市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と乳児等通園支援事業者)

第5条乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上さ

せなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者において

は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(乳児等通園支援事業者の一般原則)

第6条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人

の人格を尊重して、その運営を行わなけれぱならない。

2 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及

び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努

めなけれぱならない。

3 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。

4 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、

常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設

けなけれぱならない。

6 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳

幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

得L児等通園支援事業者と非常災害)

第7条乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必

要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の

注意と訓練をするように努めなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月1回、避難及び消火に関する訓練を行わな

ければならない。



(安全計画の策定等)

第8条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援

事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対

する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生

活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所におけ

る安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定

し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られ

るよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならな

し、

4 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画

の変更を行うものとする。

伯動車を運行する場合の所在の確認)

第9条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動

その他の利用乳幼児の移動のために冑動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降

車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、

利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれ

と並列の座席並びにこれらよりーつ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しな

いものその他利用の態様を勘案Lてこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少

ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他

の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在

の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

呼L児等通園支援事業者の職員の一般的要件)

第10条乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備

え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際に

ついて訓練を受けたものでなければならない。

呼L児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等)

第Ⅱ条乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの



事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけれぱ

ならない。

2 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保し

なけれぱならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第12条乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行

う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設

備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることが

できる。

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第13条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要す

る費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の防止)

第14条乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる

行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(衛生管理等)

第15条乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけれぱならない。

2 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努

めなけれぱならない。

3 乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それら

の管理を適正に行わなければならない。

(食事)

第16条乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合呼L児等通園支援事業所外で調

理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必

要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

得L児等通園支援事業所内部の規程)

第17条乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通,園支援事業の運営にっいての重要

事項に関する規程を定めておかなけれぱならない。



①乳児等通園支援の目的及び運営の方針

②その提供する乳児等通園支援の内容

③職員の職種、員数及び職務の内容

④乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

⑤保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

⑥乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

⑦乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留

意事項

⑧緊急時等における対応方法

⑨非常災害対策

⑩虐待の防止のための措置に関する事項

⑪その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

得L児等通園支援事業所に備える帳癖)

第18条乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明

らかにする帳簿を整備しておかなけれぱならない。

(秘密保持等)

第19条乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳

幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。

(苦情への対応)

第20条乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はそ

の保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなけれぱならない。

2 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、本市から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれぼならない。

第2章乳児等通園支援事業

第1節通則

得L児等通園支援事業の区分)

第21条乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支



援事業とする。

2 -般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該

当しないものをいう。

3 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定

こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、保育所であるもの

を除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)

を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利

用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、

当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う

乳児等通園支援事業をいう。

第2節一般型乳児等通園支援事業

(設備の基準)

第22条一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」

という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

①乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳

児室又はほふく室及び便所を設けるとと。

②乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートノレ以上

であること。

⑧乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

④満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯

室及び便所を設けること。

⑤保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であるこ

と。

⑥保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

⑦乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける

建物は、次のア、イ及び力の要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次の要件

に該当するものであること。

ア建築基準法(昭和25年法律第20卜別第2条第9号の2に規定する耐火建築物又

は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であるとと。

イ保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる



区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていると

と。

階

2 F皆

区分

常用

避難用

1 屋内階段

屋外階段2

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第3認号)第123条第1項各号又は

同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なノ勺レコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路

又はとれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

施設又は設備

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこ

れに準ずる設備

3 屋外階段

4階以

上の階

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定す

る構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合については、当該階段

の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分

に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室印皆段室が同条第3

項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を

有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第

3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号1こ規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段



ウイに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部

分からそのーに至る歩行距雛が30メートル以下となるように設けられていること。

エー般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当する

ものを除く。以下この工において同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部

分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規

定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第U2条第1項に規定する特

定防火設備で区画されていること。との場合において、換気、暖房又は冷房の設備

の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効

にダンパーが設けられていること。

(ア)スプリンクラー設備その他とれに類するもので自動式のものが設けられてい

ること。

(イ)調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理

設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

オー般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材

料でしているとと。

力保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止

する設備が設けられていること。

キ非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられて

いること。

クー般型乳児等通園支援事業所の力ーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて

防炎処理が施されていること。

q哉員)

第23条一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員

として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)

を終了した者(以下この条において呼L児等通園支援従事者」という。)を置かなければ

ならなし、。

2 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳

未満の幼児おおむね6人につき1人以_上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただ

し、一般型乳児等通園支援事業所1か所につき2人を下ることはできない。

3 第1項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従

事するものでなけれぱならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら



当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を1人とすることができる。

①当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は

事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一

般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て

支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型

乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

②当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が3人以下である場合

であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく

室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当

該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受

けることができるとき。

呼L児等通園支援の内容)

第24条一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準印召和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める

指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身

の状況等に応じて提供されなけれぱならない。

(保護者との連絡)

第25条一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、

乳児等通園支援の内容等にっき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなけれぱな

らない。

第3節余裕活用型乳児等通園支援事業

(設備及び職員の基準)

第26条余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「余裕活用型乳児等通園支援

事業所」という。)の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に

応じ、当該各号に定めるところによる。

①保育所沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年

沖縄県条例第85条)(保育所に係るものに限る。)

②幼保連携型認定こども園以外の認定こども園沖縄県幼保連携型認定とども園以外

の認定こども園の認定の要件に関する条例(平成24年沖縄県条例第23号)

③幼保連携型認定こども園沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する

基準を定める条例(平成26年沖縄県条例第49号)



④家庭的保育事業等を行う事業所名護市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例(平成26年条例第28号)

(準用)

第27条第24条及び第25条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。

この場合において、第24条中「一般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活用型乳

児等通園支援事業」とし、第25条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」とあるのは

「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」とする。

第3章雑則

(電磁的記録)

第28条乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる清報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定さ

れるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。



名護市情報通信・金融特区施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

令和7年々月才3 0

名護市条例第2厶号
名護市情報通信・金融特区施設の設置及び管理に関tる条例の一部を改正する条例

~別紙

名護市長辰" A
,

1

^、

長印



名護市情報通信・金融特区施設設置条例の一部を改正する条例

名護市情報通信・金融特区施設設置条例(平成17午条例第6号)の一部を次のように改

正する。

題名を次のように改める。

名護市経済金融・情報通信特区施設の設置及び管理に関する条例

第1条中「情報通信・金融」を「経済金融・情報通信」に改める。

第5条第2項中「使用の許可を受けた日から3年を限度に」を「次の各号に掲げる期間

を限度に前条の使用料を減額し、又は」に改め、同項に次の各号を加える。

①初めて特区施設の使用の許可を受けた日から3年以内免除

②初めて特区施設の使用の許可を受けた日から6年以内(前号の期間を除く。) 1

平方メートル当たり1月につき500円減額

第7条中「できる。」の次に「この場合において、第3条及び前条の規定中「市長」と

あるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。」を加える。

第9条中「指定管理者に」を「第7条の規定により指定管理者に」に改め、「この場合

において、第3条、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読

み替えるものとする。」を削り、同条第4号及び第5号を削り、第6号を第4号とし、第

7号を第5号とし、第8号を第6号と司、る。

第10条の見出しを「(補貝ID 」に改め、同条を第Ⅱ条とし、第9条の次に次の 1条を加

える。

(利用料金等)

第10条指定管理者に管理を行わせるときの特区施設の利用に係る料金(以下「利用料金」

という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受される

ものとする。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第1に定める金額の範囲内で指

定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用

料金について市長の承認を受けなけれぱならない。

別表第1表を次のように改める。

別表第1(第4条関係)

使用料

1 個人、法人又は団体が特区施設を時間単位又は日単位で使用する場合

名護市マルチメディア館

みらい1号館

みらい4号館

みらい5号館

区分

屋外スペース(特区施設を使用する者を除く。)

備考

1 使用料は、料金の額と、料金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定す

る税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭

和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その

額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

パソコン教室

会議室A

会議室B

会議室1及び会議室2

託児室

会議室及び研修室

一室1時間につき

一室1時間につき

単位

一室1時間につき

一室1時間につき

一室1時間につき

一室1時間につき

料金(円)

1平方メートル当たり

1時間につき

610

550

370

220

590

640

10



2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とする。

3 特区施設を使用する者は、使用の許可を受けた際に使用料を納付しなけれぱなら

ない。

4 許可された時間を超えて使用したときは、その超過した時間に応じて、使用料を

徴収する。

5 みらい5号館の会議室又は研修室を仕釖って一部のみを使用する場合は、料金を

半額とする。

6 この使用料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に

より、特区施設の用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合の使用

料にも適用する。

名護市マルチメディ

ア館オフィスノレーム

区分

特区施設の使用の

許可を受けた日か

ら9年を経過する

日まで

みらい1号館、みらい3号館、みらい4号

館及びみらい5号館オフィスルーム

みらい2号館オフィスノレーム

特区施設の使用の

許可を受けた日か

ら9年を経過した

日以降

みらい2号館サーバーノレーム

1平方メートル当たり1

月につき

みらい4号館託児室

単位

屋外スペース綱主車するための使用を除

く。)

2 法人又は起業者が特区施設を月単位又は年単位で使用する場合

備考

1 使用料は、料金の額と、料金の額に消費税法印召和儒年法律第108号)に規定する

税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和

25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額

に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 特区施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、毎月5日までに当月分の

使用料を納付しなければならない。ただし、入居の許可を受ける月の使用料は、使

用料の月額を30で除して得た額に当該月の使用日数を乗じて得た額とし、使用の開

始日までに納付するものとする。

3 使用者が使用する電気、上下水道、電話等の料金及び施設の共益費は、使用料に

含まれないものとし、使用者の負担とする。

附則

(施行期田

1平方メートル当たり1

月につき

1平方メートル当たり1

月につき

料金(円)

1平方メートノレ当たり 1

月につき

1平方メートル当たり1

月につき

980

1平方メートル当たり1

月につき

1平方メートル当たり1

月につき

1,480

980

1,500

2,300

980

800



1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に月単位又は年単位で特区施設の使用の許可を受けた法人又は起業

者の使用料については、炊のとおりとする。

①令和8年9月30日までの使用料は、なお従前の例による。

②令和8年10月1日から令和9年3月31日までの使用料は、次の表のとおりとする。

名護市マルチメディア館オフィス

ノレーム

みらい1号館、みらい3号館、み

らい4号館及びみらい5号館オフ

イスノレーム

区分

みらい2号館オフィスノレーム

恨)令和9年4月1日から令和10年3月31日までの使用料は、次の表のとおりとする。

名護市マルチメディア館オフィス

ノレーム

みらい1号館、みらい3号館、み

らい4号館及びみらい5号館オフ

イスノレーム

1平方メートル当たり1月につき

区分

1平方メートル当たり1月につき

みらい2号館オフィスノレーム

単位

3 この条例の施行日前に月単位又は年単位で名護市マルチメディア館オフィス

ルームの使用の許可を受けた者の使用料の減免については、令和10年3月31日までの聞、

なお従前の例による。

1平方メートル当たり1月につき

1平方メートル当たり1月につき

料金(円)

1平方メートル当たり1月につき

単位

1平方メートル当たり1月につき

480

870

料金(円)

1,300

480

920

1,400



名護市国際交流会館の設置及び管理に関tる条例の一部を改正tる条例をここに公布す

る。

令和 7年 Z'2月23 ヨ

'

名護市条例第21号
名護市国際交流会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例~別紙

名護市長 Mや N
^

長印



名護市国際交流会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

名護市国際交流会館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第19号)の一部を次のよ

うに改正する。

別表中

1時間につき

1時間につき

、

1時間につき

1時間につき

営利

1時間につき

営利

1,000円

1時間につき

2,000円

営利

1時間につき

150円

1時間につき

営利

300円

1時間につき

150円

営利

300円

1時間につき

150円

営利

300円

1時間につき

600円

1時間につき

200円

営利

400円

1時間につき

100円

1時間につき

300円

600円

1時間につき

100円

1時間につき

150円

300円

1時間につき

営利

100円

1時間につき

1時間につき

営利

100円

1,300円

1時間につき

2,600円

営利

200円

1時間につき

225円

1時間につき

営利

450円

100円

1時間につき

225円

営利

450円

1時間につき

225円

営利

450円

840円

2,500円

1時間につき

300円

営利

600円

3,000円

150円

1時間につき

420円

1,700円

840円

150円

1時間につき

225円

1,300円

450円

1,500円

150円

1時間につき

900円

150円

1,000円

1,200円

280円

700円

150円

こ
「
、

を
「



980円

3,250円

3,900円

に改め、同表備老中畔斗金の額と」の次に「、」を加える

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2,380円

1,820円

V

2,100円

1,260円

1,400円

1,680円

を
「



名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条

例をここに公布する。

令和7年/2月23 0

す

名護市条例第29号
名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正す

る条例~別紙

名護市長 臣ιβ武
9護
市長印



名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

(名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第1条名護市屋部地区地域づくり拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和4年条例

第19号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表(第4条関係)

1 市内の個人、法人又は団体が屋部地区センターを時間単位又は日単位で使用する場

舞台

区分

交流ホール①

交流ホール②

交流ホール③

調理室

多目的スペース

会議室

交流エントランス

1時間につき

単位

学習スペース

上皀^耆ミ

2 市外の個人、法人又は団体が屋部地区センターを時間単位又は日単位で使用する場

基本料金

舞台

区分

交流ホール①

料金

300円

交流ホール②

300円

交流ホール③

空調使用加算金

300円

調理室

300円

多目的スペース

200円

会議室

1時間につき

200円

単位

交流エントランス

300円

学習スペース

400円

上」里.至.

3 市内の個人、法人又は団体が営利目的で屋部地区センターを時間単位又は日単位で

使用する場合

100円

500円

100円

300円

100円

基本料金

100円

100円

舞台

100円

区分

交流ホール①

450円

料金

交流ホール②

450円

交流ホール③

450円

空調使用加算金

調理室

450円

300円

300円

1時間につき

単位

450円

600円

750円

100円

450円

100円

100円

基本料金

100円

100円

100円

600円

料金

600円

600円

空調使用加算金

600円

400円

100円

100円

100円

100円

合

合



多目的スペース

会議室

交流エントランス

学t習スハミース

jL,毘、至.

4 市外の個人、法人又は団体が営利目的で屋部地区センターを時間単位又は日単位で

使用する場合

舞台

区分

交1充ホーノレ①

交流ホール②

交1充ホーノレ③

調理室

多目的スペース

会議室

400円

1時間につき

交流エントランス

単位

600円

告皇習スパ:ース

800円

備考

1 使用料は、料金の額と、料金の額に消費税法(昭和朋年法律第108号)に規定

する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税

法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加

えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と

し、施設に掲示するときは、徴収する使用料の額による総額表示とする。

2 学習スペース及び児童室を規則で定める目的で使用する場合は、無料とす

る。

3 使用時間に1時問未満の端数があるときは、当該端数を1時間とする。

4 許可された時間を超えて使用したときは、その超過した時間に応じて、使用

料を徴収する。

(名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

第2条名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第13号)

の一部を次のように改正する。

第2条の表中

1,000円

上見里L雪ミ

600円

基本料金

100円

100円

900円

料金

900円

900円

空調使用加算金

900円

600円

600円

900円

1,200円

1,500円

100円

900円

100円

100円

護市字瀬嵩7番地の1

100円

100円

100円

護市字瀬嵩7番地1

に改める。

別表を次のように改める。

を
「



別表(第6条関係)

1 市内の個人、法人又は団体が改善センターを時間単位又は日単位で使用する場合

ホーノレ

会議室

区分

小会議室

農事研究室

士壊分析室

2 市外の個人、法人又は団体が改善センターを時間単位又は日単位で使用する場合

1時間につき

単位

ホーノレ

会議室

区分

小会議室

農事研究室

土壌分析室

3 市内の個人、法人又は団体が営利目的で改善センターを時間単位又は日単位で使用

する場合

基本料金

1時間につき

単位

740円

料金

200円

ホーノレ

空調使用加算金

100円

会議室

100円

区分

小会議室

100円

農事研究室

基本料金

土壌分析室

4 市外の個人、法人又は団体が営利目的で改善センターを時間単位又は日単位で使用

する場合

2,700円

1,110円

200円

料金

200円

300円

1時間につき

単位

200円

空調使用加算金

150円

100円

ホーノレ

150円

会議室

区分

150円

小会議室

農事研究室

2,700円

基本料金

士壌分析室

200円

備考

1 使用料は、料金の額と、料金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定

する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法

(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた

額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、

施設に掲示するときは、徴収する使用料の額による総額表示とする。

2 使用時問に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とする。

3 許可された時間を超えて使用したときは、その超過した時間に応じて、使用

200円

1,480円

料金

200円

1時間につき

単位

400円

100円

200円

空調使用加算金

200円

200円

基本料金

2,700円

200円

2,220円

200円

料金

200円

600円

100円

空調使用加算金

300円

300円

300円

2,700円

200円

200円

200円

100円



料を徴収する。

(名護市羽地地区センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

第3条名護市羽地地区センターの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第10号)の

一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表(第4条関係)

1 市内の個人、法人又は団体が地区センターを時間単位又は日単位で使用する場合

多目的ホール①

区分

多目的ホール②

ステージ

会議室

生涯学習室兼図書

室

研修室

1時間につき

調理実習室

単位

2 市外の個人、法人又は団体が地区センターを時間単位又は日単位で使用する場合

多目的ホール①

区分

多目的ホール②

基本料金

ステージ

会議室

生涯学習室兼図書

室

300円

料金

500円

研修室

400円

空調使用加算金

1時間につき

調理実習室

3 市内の個人、法人又は団体が営利目的で地区センターを時間単位又は日単位で使用

する場合

単位

200円

1,000円

300円

400円

100円

多展的ホール①

基本料金

200円

区分

多目的ホール②

100円

ステージ

100円

会議室

450円

料金

生涯学習室兼図書

室

100円

750円

600円

空調使用加算金

100円

研修室

300円

1時間につき

調理実習室

単位

4 市外の個人、法人又は団体が営利目的で地区センターを時間単位又は日単位で使用

する場合

1,500円

450円

600円

100円

200円

基本料金

100円

100円

100円

600円

料金

1,000円

100円

800円

空調使用加算金

400円

2,000円

600円

800円

100円

200円

100円

100円

100円

]00円



多展的ホール①

区分

多目的ホール②

ステージ

会議室

生涯学習室兼図書

室

研修室

備考

1 使用料は、料金の額と、料金の額に消費税法(昭和63午法律第108号Xこ規

定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方

税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を

加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

とし、施設に掲示するときは、徴収する使用料の額による総額表示とする。

2 生涯学習室兼図書室を非営利目的で使用するときは、無料とする。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間とする。

4 許可された時間を超えて使用したときは、その超過した時間に応じて、使用

料を徴収する。

(名護市行政財産使用料条例の一部改正)

第4条名護市行政財産使用料条例(昭和55年条例第1号)を次のように改正する。

別表第1項を次のように改める。

別表(第2条関係)

1 屋我地支所

1}市内の個人、法人又は団体が屋我地支所を時間単位又は日単位で使用する場合

1時間につき

調理実習室

単位
基本料金

900円

料金

1,500円

1,200円

空調使用加算金

600円

3,000円

900円

1,200円

100円

200円

100円

ホーノレ①

100円

区分

ホーノレ②

100円

ステージ

調理室

100円

2)市外の個人、法人又は団体が屋我地支所を時間単位又は日単位で使用する場合

1時間につき

単位

ホーノレ①

区分

ホール②

ステージ

調理室

鋤市内の個人、法人又は団体が営利目的で屋我地支所を時間単位又は日単位で使用

する場合

基本料金

1時問につき

単位

300円

料金

700円

300円

空調使用加算金

1キロワット時の使

用電力料金に消費電

力及び使用時間を乗

じた額200円

基本料金

450円

料金

1,050円

450円

空調使用加算金

1 キロワット時の使

用電力料金に消費電

力及び使用時間を乗

じた額300円



ホーノレ@)

区分

ホーノレ②

ステージ

調理室

4}市外の個人、法人又は団体が営利目的で屋我地支所を時間単位又は日単位で使用

する場合

1時間につき

単位

ホーノレ①

区分

ホール②

^

ステージ

調理室

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

基本料金

1時間につき

単位

600円

料金

1,400円

600円

空調使用加算金

1キロワット時の使

用電力料金に消費電

力及び使用時間を乗

じた額400円

基本料金

900円

2,100円

料金

900円

空調使用加算金

1 キロワット時の使

用電力料金に消費電

力及び使用時間を乗

じた額600円



名護市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和7午/2月 Zゞロ

名護市条例第29'号
名護市税条例の一部を改正する条例~別紙

名護市長ル1β武
護
即丁一



名護市税条例の一部を改正する条例

名護市税条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第器条第2項中「4月 He」を「5月1日」に、「30日」を「31日」に改める。

附則

(施行期田

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第83条第2項の規定は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税の種別割の納

期について適用し、令和7年度までの軽自動車税の種別割の納期については、なお従前

の例による。

弐



名護市林野条例の一部を改正tる条例をここに公布tる。

令和7年々月■今日

名護市条例第yづ号
名護市林野条例の一部を改正する条例

.

名護市長次具知武

~呂1俳氏

護
即



名護市林野条例の一部を改正する条例

名護市林野条例(昭和四年条例第22号)の一部を次のように改正する。

第1条中「計る」を「図る」に改める。

第2条の見出し中「意義」を「定義」に改め、同条第3号中「行なう」を「行う」に改

め、同条第7号を次のように改める。

⑦管理区当該林野が従来の慣習により位置する地縁による団体である区をいう。

第3条を次のように改める。

第3条削除

第7条中「ーに」を「いずれかに」に改め、同条第2号中「もの。」を「もの」に改める。

第8条中「したがい」を「従い」に改める。

第9条中「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第15条第1号中「、下草」を「及び下草」に改める。

第16条第2号中「もしくは」を 1若しくは」に改める。

第18条中「この限りでない」を「、この限りでない」に改める。

第20条第2項中「ただし書き」を「ただし書」に改め、伺条第3項中「協議のうえ」を

「協議の上」に改め、同条第4項中「止むを得ない」を「やむを得ない」に改める。

第器条第1項中「ーに」を「いずれ力斗こ」に、「責」を「責め」に、「この限りでない」

を「、この限りでない」に改める。

第25条第1項中「さける」を「避ける」に、「願出て」を「願い出て」に改め、同条第2

項中「さかのぼり」を「遡り」に改める。

第26条中「届出なけれぱ」を「届け出なけれぱ」に改める。

第29条第1項中「はかる」を「図る」に改める。

「第5章林産物の払下」を「第5章林産物の払下げ」に改める。

第31条の見出しを「払下げ」に改め、同条第1項中「払下げる」を「払い下げる」に改

め、同項ただし書中「場合」の次に「において、」を加え、「管理区以外の区民」を「管理

区以外のもの」に改める。

第32条第1項中「あたり」を「当たり」に、「行ない」を「行い」に、「この限りでない」

を「、この限りでない」に改め、同条第2項中「行なう」を「行う」に改め、同条第3項

中「期限を」を「について」に改め、同条第4項中「明りょうならしめるため、見易い場

所に」を「明らかにするため、見やすい場所に」に、「建てなけれぱならなしりを「立てな

ければならない」に改める。

第33条中「ただし書き」を「ただし書」に改める。

第35条第1項中「払下げ代金」を「払下代金」に改め、同条第2項中「一時納入」を「ー

括納入」に改める。

第36条中「払下げ物件」を「払下物件」に改める。

第41条中「貸付ける」を「貸し付ける」に改める。

第42条第1項第1号中「2町歩」を「20,000平方メートノレ」に改め、同項第2号中「5

町歩」を「50,000平方メートノレ」に改め、同条第3項を削る。

第"条中「貸付」を「貸付け」に改め、「者は」の次に「、市長の承諾を得なけれぱ」を

加える。

第45条中「ーに」を「いずれ力斗こ」に、「責」を「責め」に、「この限りでない」を「、

この限りでない」に改め、同条第1号中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第2号中「越

えて」を「超えて」に改める。

第46条中「、その他」を「その他」に改める。

第47条第1項中「貸付」を「貸付け」に改め、「(収益分収の割合)」を削る。

、



第48条第1項中「すべて」を「全て」に改める。

第四条中「保護取り締まり」を「林野の保護及び不法な伐採等の監視」に改める。

第51条中「又は」を削り、「ただちに」を「直ちに」に改める。

第53条中「森林法」の次に「(昭和26年法律第249号)」を加える。

第54条第1項中「植載」を「植栽」に改める。

附則

(施行期田

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の名護市林野条例の規定により締結さ

れた契約及び与えた許可並びに諸手続中のものは、この条例の規定によりなされたもの

とみなす。

一



名護市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和咋左力■ゞ U

.

を護市条例第メ/号
名護市火災予防条例の一部を改正する条例~別紙

名護市長吹U0 武
護
即



名護市火災予防条例の一部を改正する条例

名護市火災予防条例(平成3年条例第14号)の一部を次のように改正する。

目次中

第3章の2

第3章の2

第3章の3

住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2-第29条の7)

に改める。

第29条中「警報」の次に「(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同

じ。)」を加え、同条第7号を削る。

第3章の2の次に次の1章を加える。

第3章の3 林野火災の予防

(林野火災に関する注意報)

第29条の8 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災(以下「林野火災という」。)

の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができる。

2 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、市の区

域内に在る者は、第29条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない。

3 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の努

力義務の対象となる区域を指定することができる。

(林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の伶邨艮)

第29条の9 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林

野火災の発生の危険性を勘案して、第29条各号に定める火の使用の制限の対象となる区

域を指定することができる。

第42条の3第1項第3号中「第45条」を「第妬条第1項」に改める。

第45条第1号中「行為」の次に「(たき火を含む。)」を加え、同条に次の1項を加える。

2 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間及び区

域を指定することができる。

附則

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2-第29条の7)

林野火災の予防(第29条の8 ・第29条の田

を
「



名護市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則をここに公布する。

"

令和 X 年1月6日

名護市規則第号

名護市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

名護市長 岐ι知武
"ル'^

.゛で^1、:ニ゛

'河宅ξ1
、印

~別紙



名護市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

(趣旨)

第1条この規則は、児童福祉法印召和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の

16第1項に規定する乳児等通園支援事業の認可に関し、法、児童福祉法施行規則(昭和

23年厚生省令第Ⅱ号。以下「省令」という。)及び名護市乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第25号。以下「条例」という。)に定

めるもののほか、名護市乳児等通園支援事業の認可等に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

(用語の定義)

第2条この規則における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条法第34条の15第2項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者であって乳

児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に市

長と協議した上で、名護市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要書類を

添えて市長に提出するものとする。

(意見聴取)

第4条市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ名護市子

ども・子育て会議陥護市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第21号)第1条に規

定する子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。

(事業の認可)

第5条市長は第3条の規定によりなされた申請について、法第34条の15第5項の規定に

より認可するときは、当該申請を行った者に対し名護市乳児等通園支援事業認可通知書

(様式第2号)により通知する。

2 市長は、第3条の規定によりなされた申請について、認可しないときは、法第34条の

15第6項の規定により理由を付して、当該申請を行った者に対し名護市乳児等通園支援

事業認可不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(認可事項の変更)

第6条法第34条の15第5項に基づき認可を受けた者(以下「事業実施者」という。)

は、省令第36条の36第3項又は第4項により認可事項の変更をしようとするときは、名

護市乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)により、あらかじめ市長に

0



届け出なければならない。

(廃止又は休止)

第7条事業実施者は、法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等の運営を廃

止又は休止(以下「廃止等」という。)の承認を受けようとするときは、原則として乳

児等通園支援事業の運営を廃止等しようとする日の6月以上前までに市長と事前協議を

行わなければならない。

2 事業実施者は、前項に定める事前協議を行った後に、家庭的保育事業等の運営を廃止

等しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに名護市乳児等通園支援事業

(廃止・休止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定によりなされた申請を承認するときは、事業実施者に対し名護市

乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により通知する。

4 市長は、第2項の規定によりなされた申請を承認しないときは、事業実施者に対し名

護市乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第7号)により通知する。

(補則)

第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

廂



名護市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 8年/" 9 0

"

名護市規則第 2 号

名護市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則

名護市長た"11

~別紙

護
知



名護市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則

名護市個人番号の利用に関する条例施行規則(令和7年規則第6号)の一部を次のよう

に改正する。

別表1の項を次のように改める。

1 名護市重

度心身障害

者(児)医

療費助成に

関する条例

(平成3年

条例第H

号)による

医療費の助

成に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの

U)名護市重度心身障害者(児)医療費

助成に関する条例第5条第1項の規定

による受給資格の認定の申請又は更新

に係る事実についての審査に関する事

務

②名護市重度心身障害者(児)医療費

助成に関する条例施行規則(平成3年

規則第6号)第5条第1項の規定によ

る受給資格の認定の更新に係る事実に

ついての審査に関する事務

(3)名護市重度心身障害者 4旦)医療費

助成に関する条例第8条第1項の規定

による助成金の申請に係る事実につい

ての審査に関する事務

④名護市重度心身障害者(児)医療費

助成に関する条例第Ⅱ条の届出に係る

事実についての審査に関する事務

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険給付関

係情報

別表7の項及び8の項を次のように改める。

7 名護市こ

ども医療費

助成事業の

実施に関す

る事務であ

つて規則で

定めるもの

(5)名護市重度心身障害者 4旦)医療費

助成に関するオンライン資格確認に係

る事務

住民票に記載さ

れた住民票関係

情報

生活保護関係情

報

道府県民税情報

山名護市こども医療費助成事業実施要

綱第5条の規定による受給資格認定申請

に係る事実についての審査に関する事

務

②名護市こども医療費助成事業実施要

綱第松条の規定による医療費支給認定

の変更の認定に関する事務

医療保険給付支

給情報

生活保護実施関

係情報

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険各法に

よる医療に関す

る給付の支給又

は保険料の徴収

に関する情報

住民票に記載さ

れた住民票関係

情報

市町村民税情報

生活保護関係情

報

医療保険被保険

者資格佶報

重度心身障害者

等医療費助成関

係情報

生活保護実施関

係情報

重度心身障害者

等医療費助成情

報



,

8 名護市母

子及び父子

家庭等医療

費助成に関

する条例

(平成6年

条例第13

号)による

医療費の助

成に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの

③名護市こども医療費助成に関するオ

ンライン資格確認に係る事務

山名護市母子及び父子家庭等医療費助

成に関する条例第5条第1項の規定に

係る事実についての審査に関する事務

②名護市母子及び父子家庭等医療費助

成に関する条例第9条第1項の規定の

変更の届出に係る事実についての審査

に関する事務

偲)名護市母子及び父子家庭等医療費助

成に関する条例施行規則(平成6年規

則第17号)第14条第1項の規定に係る

事実についての審査に関する事務

④名護市母子及び父子家庭等医療費助

成に関する条例施行規則第16条第2項

の規定に係る事実についての審査に関

する事務

名護市母子及び

父子家庭等医療

費助成に関する

条例(平成6年

条例第13号)に

よる医療費の受

給資格及び助成

金の支給に関す

る情報

母子及び父子家

庭等医療費助成

情報

住民票関係情報

地方税関係情報

医療保険給付関

係情報

住民票に記載さ

れた住民票関係

情報

生活保護関係情

報

道府県民税情報

重度心身障害者

等医療費助成関

係情報

医療保険被保険

者資格情報

児童扶養手当法

(昭和36年法律

第器8号)による

児童扶養手当の

支給に関する情

報

生活保護実施関

係情報

重度心身障害者

等医療費助成情

報

児童扶養手当情

報

中国残留邦人等

の円滑な帰国の

促進並びに永住

帰国した中国残

留邦人等及び特

定配偶者の自立

の支援に関する

法律(平成6年

法律第30号)に

よる支援給付に

関する情報

中国残留邦人等

支援給付実施関

係情報



附則

この規則は、令和8年1月13日から施行する。

⑤名護市母子及び父子家庭等医療費助

成に関するオンライン資格確認に係る

事務

,

名護市こども医

療費助成事業に

よる医療費の支

給に関する情報

こども医療費助

成情報



消防長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 7年μ hごj 口

名護市規則第ゞ.1号
消防長事務委任規則の一部を改正する規則~別紙

名護市長 1辻や式
、^0^,
J'-4、

市長印
冨L>吐



消防長事務委任規則の一部を改正する規則(案)

消防長事務委任規則(平成7年規則第1号)の一部を次のように改正する。

第24項から第27項までを2項ずつ繰り下げ、第器項の次に次の2項を加える。

24 法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。

25 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。

第29項の次に汰の3項を加える。

30 名護市火災予防条例(平成3午条例第H号。以下「条伊上という。)第29条の8第1項

に規定する林野火災に関する注意報の発令に関すること。

31 条例第29条の8第3項に規定する火の使用の制限の努力義務の対象となる区域の指定

に関すること。

32 条例第29条の9に規定する火の使用の制限の対象となる区域の指定に関すること。



名護市公有財産規則の一部を改正する規則をここに公布する。

4

名護市規則第N)号

名護市公有財産規則の一部を改正する規則

阜

名護市長次4知武

~別紙

護
即)

日12月2年ク



名護市公有財産規則の一部を改正する規則

名護市公有財産規則(昭和56年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項第2号中「本市の」を削り、「地域森林計画」の次に「(森林法(昭和26年法

律第249号)第5条に規定する計画をいう。)」を加える。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

'



名護市訓令第1号

名護市公印に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

令和8年1月9日

.

名護市公印に関tる規程の一部を改正する規程~別紙

名護市長渡具知武
名護
市長印



名護市公印に関する規程の一部を改正する規程

名護市公印に関する規程(1970年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中

4 方24ミリメートノレ

4 方24ミリメートル

゛

れし、書 一般文書用

16

れい書

方21ミリメートノレ

一般文書(協議のう

ち契約関係を除き、

法規、公示及び令達

文書を含む。)用

16 方21ミリメートノレ

れし、書 福祉部においてする

諸証明及び一般文書

用

に、

れし、書

20

福祉部において市長

名をもってする諸証

明及び一般文書(協

議のうち契約関係を

除き、令達文書のう

ち達及び指令を含

む。)用

方21ミリメートノレ

20 方21ミリメートノレ

れし、毒 羽地支所においてす

る諸証明及び一般文

書用

れい書 羽地支所において市

長名をもってする諸

証明及び一般文書

(協議のうち契約関

係を除き、令達文書

のうち達及び指令を

含む。)用

を
「

こ
「

を
「

を
f



24 方21ミリメートノレ

24 方21ミリメートノレ

れV、毒

.

久志支所においてす

る諸証明及び一般文

書用

に、

れし、書

28

久志支所において市

長名をもってする諸

証明及び一般文書

(協議のうち契約関

係を除き、令達文書

のうち達及び指令を

含む。)用

方21ミリメートノレ

28 方21ミリメートノレ

れし、書 屋部支所においてす

る諸証明及び一般文

毒用

れい書

32

屋部支所において市

長名をもってする諸

証明及び一般文書

(協議のうち契約関

係を除き、令達文書

のうち達及び指令を

含む。)用

方21ミリメートノレ

32 方21ミリメートノレ

れし、書 屋我地支所において

する諸証明及び一般

文書用

れい書 屋我地支所において

市長名をもってする

諸証明丞竺^

こ
、

を
「

を
「

こ
、

を
「



39 方24ミリメートノレ

(協議のうち契約関

係を除き、令達文書

のうち達及び指令を

含む。)用

39 方24ミリメートル

れし、書 市民会館において用

いる一般文書用

れし、書

40

市民会館において市

長名をもってする諸

証明及び一般文書

(協議のうち契約関

係を除き、令達文書

のうち達及び指令を

含む。)用

方21ミリメートノレ

中央公民

館長

40

中央公民

館

方21ミリメートノレ

れし、書

文化スポ

ーツ振興

課長

環境対策課において

市長名をもってする

一般文書用

文化スポ

ーツ振興

れい書

41

環境対策課において

市長名をもってする

諸証明及び一般文書

(協議のうち契約関

係を除き、令達文書

のうち達及び指令を

含む。)用

方21ミリメートノレ 才1し、書 とども家庭部におい

て市長名をもってす

る一般文書

課

こ
「
、

を
「

こ
、

を
「

こ
「

を
「



41 方21ミリメートノレ

に、

れい書

43

こども家庭部におい

て市長名をもってす

る諸証明及び一般文

書(協議のうち契約

関係を除き、令達文

書のうち達及び指令

を含む。)用

方21ミリメートノレ

'

43 方21ミリメートノレ

れし、書 建設部において市長

名をもってする諸証

明及び一般文書用

に改める。

附則

この規程は、告示の日から施行する。

れし、書 建設部において市長

名をもってする諸証

明及び一般文書(協

議のうち契約関係を

除き、令達文書のう

ち達及び指令を含

む。)用

を
「



名護市告示第

送公 達刀く 書

下記の書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、介婆保
険法第143条において準用する地方税法第20条の2の規定により告示します。

なお、公示送達する書類は、市長(介護長寿課)が保管していますので、申し出があれぱいっでも送達を受けるべき方に交付しま
す。

門

号

令和8年1月6日

納付迪知吉番号

上間太助

00041282100

00]99414000

000]0439600

W主意)地力税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算して 7日を経過したときは、書類の送達があ0たものとみなされます。

類の名称

納入納付書

納入納付書

納入納付書

科目

介護保険料

老

介護保険料

介護保険料

年度

令和7年度

令和7年度

名護市長渡具知武

令和7年度

期別

第6期~第8期

第6期~第8期

石護
市長印

第6期~第8期

納 付 義

宜寿次政信

マ曳

柳瀬康雄

;

書



名護市告示第ι号

名護市に住所登録している屶1絲氏の者にっいて、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)

第34条第2項の規定による調杏の結果、居住していないことを確認したので、同法第8条

及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により、住民票

を令和8年1月8日に消除したが、本人に通知することが困難なため、住民基本台帳法施

行令第12条第4項後段の規定により告示する。

、

.

令和8年1月8日

住民票職権記載(消除)対象者~別紙

名護市長渡具知

j 織,.、゛"

、111斡,,,・',



別紙

番号

1 新里瑠伽

氏名

平成13年11月12日

生年月日

字宇茂イ左1703番地1

キャッスル協和Ⅲ105号室

住所



名護市告示第

下記書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、地

なお、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管していますので、申し出があれぱいつでも送達を受けるべき方に

方税法第20条の2の規定により告示します。

交付します。

令和8年1月8日

3

公

納税通知書番号

H50251

.

送

類

達

配当計算書(謄本)

の 名

書

称

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算Lて7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

名護市長渡具知武

税

国民健康保険税

目

名護
市長印

納

K IM

税

SEONGBIN

義 務 者

1/1

示

号

書



様式第2号(第3条関係)

名護市告示第斗号

指定管理者指定告示

指定管理者を次のように指定したので、名護市公の施設の管理に関する基本条例(平成

16年条例第1号)第5条第3項の規定により、告示tる。

令和8午1月9E

1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

名護市農村公園【]9箇所】

指定管理者となる団体の名称等

別紙参照

指定の期間

令和8年4月1日から令和 18年3月3 1日まで

2

3

名護市長渡具知武 毛護
市長印



羽地支所管内

指定管理者調

、

源河農村公園

名称

稲嶺農村公園

ういなび農村公園

阿波茶部農村公園

阿社儀農村公園

名護市字源河玲05番地

源河区

仲尾次農村公園

久志支所管内

名護市字稲嶺9釘番地

稲嶺区

川上農村公園

圭t
Ea

管理区

名護市字真喜屋73番地

真喜屋区

親川農村公園

振慶名農村公園

名護市字仲尾次406番地

仲尾次区

豊原農村公園

名護市字川上3番地

川上区

辺野古農村公園

名護市字親川67番地1

親川区

瀬嵩農村公園

名護市字振慶名60番地1

振慶名区

屋部支所管内

汀間農村公園

名護市字豊原221番地24

豊原区

屋我地支所管内

嘉陽農村公園

名護市字辺野古913番地10

辺野古区

底仁屋農村公園

名護市字瀬嵩16番地

瀬嵩区

勝山農村公園

名護市字汀間29番地

汀間区

我部農村公園

名護市字嘉陽船番地

嘉陽区

運天原農村公園

名護市字天仁屋696番地1

底仁屋区

済井出農村公園

名護市字勝山467番地

勝山区

名護市字我部27番地

我部区

名護市字運天原199番地

運天原区

名護市字済井出850番地

済井出区



名護市告示第5号

令和8午1月9日

発送年月日

令和T午認月】0日

納税通知書
番号

書類の種類

27171

'イ、、,

督促状

年度

ノ~

期別

2

納期

1

送

,

限

令チ能年6月1日

達

税

固定資産税

目 税

※地方税怯第即条の2第3項の規症に基づき、掲示を始めた日から起算して7日を経過Lたときは、書類の送達があ乃たものとみなきれま寸、

額

税額等

円 延滞金

名護市長渡具知武

条例による算出

若護
長印

納

千葉県木吏津市曽根

住

税

所

義 務

島袋弘

氏

者

名

書矛



名護市告万蒲184号

名護市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。

、

令和7年12月12日

名護市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知武豊
゛



名護市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱の一部を改正する要綱

名護市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(平成30年告示第7号)の一部を次のように改正する。

名護市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、市が設置し、又は管理する防犯カメラ等の設置及

び運用に関し、個人情報の適正な取扱いを確保し、市民等の権利利益

を保護するための具体的な方策を定めるものであり、その設置及び運

用に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。

改正後(案)

以下「法」という。)及びこの要綱の定めるところによるものとする。

第2条~第9条略

(個人情報画像の保存等)

第10条略

2 市長は、法第69条に基づき、個人情報画像を目的外利用又は外

部提供する場合を除き、複写してはならないものとする。

3~6 略

(個人情報画像の外部への提供等)

第Ⅱ条市長は、法第脚条に基づく場合を除き、個人情報画像を外部に

提供してはならない。

2~6 略

第松条略

名護市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

(趣旨)

第1条この要綱は、市が設置し、又は管理する防犯カメラ等の設置及

び運用に関し、個人情報の適正な取扱いを確保し、市民等の権利利益

を保護するための具体的な方策を定めるものであり、その設置及び運

用に関しては、名護市個人情報保護条例(平成13年条例第豁号。以下

「条伊上という。)及びこの要綱の定めるところによるものとする。

第2条~第9条略

(個人情報画像の保存等)

第10条略

2 市長は、条例第8条に基づき、個人情報画像を目的外利用又は外部

提供する場合を除き、複写してはならないものとする。

3~6 略

(個人情報画像の外部への提供等)

第Ⅱ条市長は、条例第8条に基づく場合を除き、個人情報画像を外部

に提供してはならない。

2~6 略

第柁条略

現1テ

1/4



様式第 1号(第Ⅱ条関係)

老護市長

名護市訪犯カメラ画像提供・閲覧市請書

(依頼名)

住所

機関名

代表者氏名

電話番号

名悉市防犯カメヲ等の般置及び運用に関,る要綱第11条の規定により、下記

のー、""画像の提供・閻覧を申論Lま寸。

記

殿

仏穎司的

口発生Lた和鼻事実の捜査に関し"更がある場合

口行方不明事案の捜査に関L●蔓がある揚合

コ交通写註の鳳因究明に閏し必憂がある傷合

コその他{

痴乳事堤尋

窮尋"軸

年 " 日

NO
画悼を撮影Lた防却土ーラ

r防烹●〆ラ暑号X吐撮影場所1

,,!傘刃蜘

年 打

:,

H

様式第 1号(第Ⅱ条関係)

.

梗也お訣

5

時

出1川゛'

期躍

名護市是霞

口USB

']DVD

コ子巾他

乳護市防犯カメラ画像是供・閲覧市請書

(依頼者)

住所

機関名

代去者氏名 血,

電話番号

名護市防犯カメラ等の股置及び運用に閨,る要綱第Ⅱ条の規定により、下記
のとお"画偉の提供・閲覧をホ精Lま,'.

記

分頃

対象日時

』」

卦随時

年 "

分頃

分頃

分頃

分頃

" ^

分頃

分頃

依蟻目的

分頃

分頃

年

口発生した凱鼻事実の捜晝に関L必蔓が島る譜合

口行方不明事案の慢晝に関L必亜がある場合

口女通事故の原因究明に関L必萎がある場合

口その他 f

誓禅事史尋

臺、日畔

分頃

分頃

年

刃

n

H

日

KO
画像安擾彫Lた訪艶力〆ラ

【防氾●メラ弄号X仕撮影嶋所)

対亀画像

年

1

2

π

3

H

.

提獄方怯

5

時

判用tる

揃閻

口U3B

口DVD

口千の他{

分頃

討象臼時

2/4

口

口随時

年 打

分頃

分頃

分頃

分頃

" ^

分頃

分頃

分頃

分頃

年

卓

分頃

分峨

月 日

時
時

"
"

時
時

月
月

午
年

日
"

時
時

月
月

伊
年

H
打

吻
時

月
月

年
年

自
王

日
日

跡
時

月
月

年
年

白
至

n
凋

自
王

月
月

年
年

自
王

自
至

時
時

"
打

時
時

月
月

年
年

"
日

時
帥

月
月

年
午

"
"

時
時

月
月

年
年

白
至

"
"

時
時

月
月

年
年

自
至

H
"

月
月

年
年

自
靈

自
玉

自
至

り
一

!
,
ー
,
;
 
1
 
」



Ⅱ1 軟頓目的以外の邑酌で画慌を利用Lないこと

栓1 個人惰報画像の淵えい、殿損、諏尖及ぴ改ざんの防止のための措置を

謂゛る二と.

劇市長の承冨を排゛に襖写〔禎奥}を行わないこと,

;引梱人惰報画橡を用いた公開捜査を行う鳩合には、事荊に市長に報告●

:51 事故尊が島0た揚合には、理やかに市長に報告゛'る二と

佑,依頓目的以外の目的での捌二者への個人惰報画像の提供を行わない

二と。主た、畏供先に対Lても、依頼口的以外の目的での判用及び第三

舌への個人惰報画塑の提供を行わせな、、二と.

作,弼人惰報画像の敗扱いに関L、填二者に損害を与えた場合には、俄韻

評の貴任ι負担に肴いて逼物に対床すること.

脚尋的を逢成Lた場含又は個人情報画像が不蔓とな0た矯合壮、遅滞な

く個人惰報画慌に係る寳料及ぴデータを廃棄父は削除L、市長に文書に

て報告,る二ι.

遷守事可

拠付書畑

五慢取扱

青仟舌

こ捜査陶係事項風会書(

口その他{

許乏*項

可頁

年

職名

打 日付け

氏名

捌 号)

Ⅷ仏頓目的以外の容的で画像を利用Lない二と,

働個人情報両像の調えい、擾損、誠失及び改ざんの防止のための惰置を

現゛'る二と.

倒市長の承認を得ずに複写(棲型)を行わない工と、

叫個人憎報画像を用いた公開陵査を行う矯合には、事前に市是に報告,

る:と。

"゛事故等が●0た娼音には.連やかに市長に報告,る二と.

1励仙頼目的以外の目的での第三者んの個人惰躯画像の是併を行わない

こし.集た、蝿獣先に対Lても、依価娃的以外の図酌での利用及び第三

者への個人惰報画像の提供を行わせない二ι.

1?1 個人惰報画惚の取扱いに朋L、第三者に損害を与えた場合には、依頓

者の責任と負担において適蝿に対広するtと.

1印目的曇連威Lた協合又は個人情報画倖が不萎となうた場合は、遅滞な

く個人情輕画像に係る寳料及びラ,ータを廃棄又佳剛除L、市妥に文書に

て報告,るこし、

:_1".1二、.1,'.']孟1

遂守事項

;略

訴付書顎

嵩像敢扱

責任者

口按晝関係事項照会書【

ロモの他{

特記事項

所鼻

年

載毫

冬二の欄に球何も記入しないでください,

月

決故

日付け

課長

氏名

第 号}

舜灸

様式第2号略

係員

3/4

/J'・ f司1

確認印
備 芭

'



名護市告示第185号

名護市都市計画審議会(専門委員会)設置及び運営の一部を改正する要綱を次のように

定める。

令和7年12月15日

Y

名護市都市計画審議会(専門委員会)設置及び運営要綱の一部を改正する要綱

別紙

名護市長渡具知武豊

ーー、]



名護市告示第 196 号

下記書類の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難であるため、地
方税法第20条の2の規定により告示します。

な浦、公示送達する書類は、市長(国民健康保険課)が保管していますので、申し出があればいっでも送達を受けるべき方に

交付します。

令千Π7午12月16日

公

納税通知書番号

1150251

、

送

類

達

差押調書明誉本)

の 名 称

(注意)地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算Lて7日を経過したときは、書類の送達があ0たものとみなされます。

税

名護市長渡具知武豊

国民健康保険税

目 納

K IM

税

SEONGBIN

義 務 者

1/1

書示

書



名i董市告示第]87号

名護市低所得妊婦産科受診料,支援実施要項の一部を改正tる要綱を次のように定める。

令和 7年12月16日

.

名護市低所得妊婦産科受診料支援実施要項の一部を改正する要綱~別紙

名護市長渡具知
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名護市低所得妊婦産科受診料支援事業実施要綱の一部を改正する要綱

の一部を次のように改正する。名護市低所得妊婦産科受診料支援事業実施要綱(令和6年告示第57号)

名護市低所得妊婦産科受診料支援事業実施要綱

第1条~第4条略

伸請の方法)

第5条助成金を受けようとする者(以下畔請者」という。)は、

名護市産科受診料助成申請書(様式第1号。以下伸請書」とい

う。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなけれぱならな

し、

改正後(案)

①医療機関の領収書び珍

②及び矧略

2 申請書の提出期限は、産科受診のあ0た日の翌日から起算して

」生を経過tる日までとする。

第6条~第10条略

B

名護市低所得妊婦産科受診料支援事業実施要綱

第1条~第4条略

伸請の方法)

第5条助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、

名護市産科受診料助成申請書(様式第1号。以下「申請書」とい

う。)に、炊に掲げる書類を添えて市長に申請しなけれぱならな

し、

①医療機関の領収書

②及び③略

2 申請書の提出期限は、産科受診のあった日の翌日から起算して

旦■三且を経過する日までとする。

第6条~第10条略

一< 六が<力 皇t

現行

1/3
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様式第2号(第6条関係)略

様式第3号(第6条関係)略

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要網は、告示の日から施行する。

ヨ

様式第2号

様式第3号

(第6条関係)

(第6条関係)

3/3

略
略
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備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

4/4
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名護市告示第188号

名護市1か月児健康診査に係る費用助成金事業実施要綱を次のように定める。

令和7年12月17日

名護市1か月児健康診査に係る費用助成金事業実施要綱~別紙

名護市長渡具知武 、・一唆運
長印



名護市1か月児健康診査に係る費用助成金事業実施要綱

(趣旨)

第1条との要綱は、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行

を未然に防止し、乳児の健康保持及び増進を図るために実施する。1か月児健康診査(以

下「1か月児健診」という。)に係る費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定

めるものとする。

紋寸象者)

第2条助成の対象者(以下「対象者」という。)は、 1か月児健診を受けた乳児の保護者

で、かつ、当該検査を実施した日において、本市に住所を有する者とする。

(実施医療機関)

第3条 1か月児健診を実施する医療機関は、医療機関及び助産所(以下「医療機関等」

という。)とする。

(助成の対象となる健診の内容)

第4条助成の対象となる1か月児健診の内容は、次に揚げるものとする。

住)問診(孚L児の機嫌、授乳量、授乳間隔、睡眠量等)

②身体測定(身長、体重及び頭囲)

恨)診察(視診、触診、聴診等による全身チエック、躋の異常、運動発達、原始反射のチ

エック等)

④ビタミンK2シロップの投与の有無

⑤生後間もない時期に受けたスクリーニング検査の結果説明

第5条対象者は、 1か月児健診を受診しようとする医療機関に母子手帳を提出の上、受

診するものとする。

2 医療機関は、母子手帳等に検査結果を記入し、検査終了後は、本人がこれを保管する。

(助成金の額)

第6条助成金の額は、 1か月児健診に要した費用とし、乳児1人にっき5,000円を上限と

する。

2 対象者は、前条1項の規定により、母子手帳を提出して1か月児健診を受けたときは、

検査費用の額から前項に規定する額を減じて得た額を委託医療機関等に支払わなければ

ならない。

(償還払い)

第7条委託医療機関以外の医療機関等で1か月児健診を受診した対象者(以下「申請者」

という。)は、 1か月児健康診査助成金償還払申請書(様式)に次の各号に揚げる書類を

添付し、市長に請求するものとする。

①健診結果がわかるもの(母子手帳の写し等医師が受診結果を記載したものに限る。)

②当該医療機関等が発行した領収書、その他検査費用の支払額が確認できる書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、速やかにその者に対し助成金を交付するものとする。

3 第1項の申請書の提出は、 1か月児健診を実施した日から起算して1年以内に行わな

ければならない。

(助成金の返還)

第8条市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認められるとき

は、その者に対し、助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(事後措置)

第9条市長は、 1か月児健診の結果に基づき、必要に応じ対象者及び家族に対して、保

健指導を行うものとする。

(補則)



第10条この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



様式(第7条関係)

次のとおり1か月児健康診査助成金償還払申請書を申請します。

なお、助成金の交付の決定に必要な場合は医療機関に対して検査内容の照会をすること

に同意します。

1か月児健康診査助成金償還払申請書

名護市長殿

検査受診者

フりガナ

氏名

申請者

及び

保護者

生年月日

申請者との続柄

フりガナ

氏名

申請日

検査年月日

住

生年月日

所

電話番号

年

年

検査実施

医療機関名

月

月

金融機関名

日

支払った額

(A)

年

預金種別

日

ふりがな

口座名義

【添付書類】

1 母子健康手帳(母子手帳)(医師が結果を記載したものに限る。)

②医療機関が発行した領収書又は検査費用の支払い額が確認できる書類
3 母子健康手帳(母子手帳)の1か月健康診査の結果記載欄の写し

月

助成限度額

(B )

5,000円

日

普通

申請額(円)

AとBのうち少ない額

本店

当座

支店

口座番号

店名振
込
先

支



名護市告示第 189 号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令和7年松月4日招集
の第221回名護市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

0

令和7年12月23日

令和7午度名護市一般会計補正予算(第5号)

名護市長

記

※なお、原本偶畔田については、財政課に備えてあります。

渡具知武 名讃
市長印



名護市告示第 1.90 号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令ネ配年12月器日招
集の第221回名護市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表す
る。

令和7午12月23日

令和7年度名護市一般会計浦正予算(第6号)

名護市長

記

※なお、原本拐嚇田については、財政課に備えてあります。

""
電^^'^▲'

",ー"N ・・・',
渡具知



名護市告示第 191 号

地方自治法四召和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令平Π7年12月4日招集
の第221回名護市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

令和7年12月器ヨ

令和7年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

名護市長

記

※なお、原本拐畔氏)については、財政課に備えてありまt。

渡具知武
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右護市告示第 192 号

地方自治法(Π召和22午法律第67号)第幻9条第2項の規定に基づき、令和7年12月4日招集
の第221回名護市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のどおり公表する。

令和7年12月器日

令手U7年度名護市後期高棚者医療特別会計浦正予算(第2号)

名護市長

記

※なお、原本偶嚇田については、財政課に備えてあります。

渡具知
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名護市告示第 193

地方自冶法四召和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令和7年12月4日招集
の第221回名誰市議会定例会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表する。

令和7年12月器日

令和7午度名護市介護保険特別会計補正予算(第3号)

名護市長

記

※なお、原本拐畔氏Xこついては、財政課に備えてあります。

弔一^^

武耳にlnJヌ.渡具知
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名護市告示第194号

指定管理者指定告示

指定管理者を次のように指定したので、名護市公の施設の管理に関する基本

条伊水平成16年条冽第1号)第5条第3項の規定により、告示する。

作●

令和 7年12月25日

指定管理者に管理を行わせる施設の名称

名護自然動植物公園

指定管理者となる団体の名称等

名護市字名護4607番地41

名護自然動植物公園株式会社

代表取締役宮里好一

指定の期間

令和8午4月1日から令和13年3月31日まで

2

3

名護市長渡具知武
石護
市長印



名護市告示第195号

指定管理者指定告示

指定管理者を次のように指定したので、名護市公の施設の管理1こ関する基本

条伊水平成16年条例第1号)第5条第3項の規定により、告示する。

.
゛

令和 7午12月25日

指定管理者に管理を行わせる施設の名称

名護市轟の滝広場

指定管理者となる団体の名称等

名護市字数久田954番地1

数久田区

区長宮城弘志

指定の期間

令和8年4月1日から令和13午3月31日まで

2

3

名護市長渡具知武契



様式第2号(第3条関係)

名護市告示第196号

指定管理者指定告示

指定管理者を次のように指定したので、名護市公の施設の管理に関する基本

条伊K平成16年条例第1号)第5条第3項の規定により、告示する。

,

令和 7年12月25日

1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

名護市情報通信・金融特区施設

2 指定管理者となる団体の名称等

一般社団法人名護経済特区スマートシティ推進機構

3 指定の期間

令和8年4月1日から令和H午3月31日まで

名護市長渡具知武

一■^^

^

市印



様式第2号(第3条関係)

名護市告示第197号

指定管理者指定告示

指定管理者を炊のように指定したので、名護市公の施設の管理に関する基本

条例(平成16年条例第1号)第5条第3項の規定により、告示する。

鬼

令和 7年12月25日

、

1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

名護市サンセットオフィス交流施設

2 指定管理者となる団体の名称等

ザ・テラスホテルズ株式会社

3 指定の期間

令和8年1月1日から令和12年3月31日まで

名護市長渡具知武

ホ印

、
ぜ'一
一1



様式第2号(第3条関係)

名護市告示第198号

指定管理者指定告示

指定管埋者を次のように指定したので、名護市公の施設の管埋に関する基本条例(平成

16年条例第1号)第5条第3項の規定により、告示する。

令和 7年12月26日

1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

名護市食肉センター

2 指定管理者となる団体の名称等

沖縄県北部食肉協業組合

3 指定の期間

令和 8年4月1日~令和13年3月31日

名護市長渡具知武

_,.'、.,1ず卑.、エ、ヤ●^
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名護市告示第199号 、

平成6午3月28日付け名護市告示第24号で、地方自治法(昭和22年法律第67号)

第2印条の2第10項の規定に基づき認可した地縁による団体「名護市古我知区」の告

示事項にっいて、下記のとおり変更があったので、同項の規定に基づき告示する。

令和 7年12月26日

^^、,^、^

1 告示した事項のうち変更のあった事項

区域

2 その内容

「本区の区域は、名護市字古我知67の1番地から517番地及び字我部祖

河223、 224、 229の5、 230、 232、 233、 236、 740、 741、 742、 749、 916番地とt

る。」とあるのを

「本区の区域は、名護市字古我知52番地から517番地及び字我部祖河

119-3、 223 、 224、 225-1、 229-2、 229-5、 230、 232、 233、 236、 740、 741、

742、 749、 749-2、 751-1、 829、 916番地とする。」に変更する。

名護市長渡具知武

記

石護
長印



名護市公告第 1

名護市学校給センター調理等業務委託に係るプロポーザルの実施について

令和8年1月6日

田 業務名名護市学校給センター調理等業務委託

募集要領等は、ホームページ及び教育委員会総務課に備え付けています。

業務名

2 業務内容

3 履行場所

4 委託期間

5

名護市長

契約上限額

6

名護市学校給センター調理等業務委託

参加表明書提出欺限

7

調理等業務委託

質問書の提出期限

8

名護市名護第一学校給食センター(仮称)

最大調理能力卯00食/日

渡具知武

質問の回答

9

令和8年4月1日~令和 13年3月31日

応募資格審査申請書

の受付締切

名護
長印

10

787,100,000円(5か年分合計消'税及び地方消 t税を除く)

企画提案書の提出期

限

令和8年1月 (火)午後5時必着20日

Π

(フk)正午必、着令和8年1月 21日

ブレゼンテーション及

びヒアリングの災施

12

令和8年1月器日(金)

玲

結果の通知

令和8年1月27日(火)正午g、着

担当課

令和8午2月6 昌(金)午後5時'、着

令和8年2月下旬

令和8年3月上旬

名護市教育委員会ネ怠務課

号
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別紙(第7条関係)

名護市公告第/00

令和 7年12月

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方白治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

Ⅱ日

.

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

宮里大南線(1工國道路改良工事(その7)

概要

6

土木一式工事

入札日時

7

名護市大南・宮里地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結印~令和8年2月27日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

道路改良工事一式

最低制限価格

10

令下Π7年12月25日(木)午前10時

入札保証金

Ⅱ

名護市役所庁議室

契約保証金

12 申請書提出期限

5,489,000円

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年12月18日(木)正午

担当課

令和7年12月22日絹)正午

令和7年12月22日明)

令和7年12月22日明)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
都市計画課

、
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2 入札参加資格要件
.

゛

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の土木一式工事g盤X!生旦盤に登録されている者であること。

戸丘

心、

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者となり得る国家資格取得者(1級・2級土木施工管理技
士、1級・2級建設機械施t技士又は技術士)」

入札日までの問に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成H年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの問に不渡り等を生ごていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は士木一式工事C級業者に対し令和7年Ⅱ月20日付け公告を行ったが、入札参加申
請業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となウたものである。また、
前回公告時より設計金額が変更になったため、改めて士木一式工事C級全業者及び士木
一式工事B級全業者を対象として再度公告する。本案件を受注しても土木一式工事B級
の落札例」限の対象としない。

⑦

ーユ'.

2

配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

心、

^

3

①
②
③
④
⑤
⑥

△
一

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑧
⑨



4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年12月18日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限
を過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

恰)営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年12月22日明)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

,
.

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



公売公

国税徴収法第鮖条の規定に上り差押財産を公売することを公告寸る。

国税徴収法第四条の規定により見積価額を公告する。

公売財産の種類

公売貝オ産、左>う乞イ呆1正
金及び見積価額

公売方法

兼見積価額公

動産

別紙1のとおり

入札

インターネット公売による入札(せり売切

開札

(最高価格
申込者決定)

<和

公売場所

A手Ⅱ

8 年

開札場所

8

<和

2

年

売却決定

月

2

8

代金納村期限

2

紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上

打

年2 戈

名護市長

胸午後

4

紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上

名護市公告第]01号

令和 7 午 12月17 E

日午後

日時

渡具知

5

令和

f戸ご
士J.見"ーー

'111工又一

日

<和

時00分から

午前

U

以下のいずれかに該当する方は、公売への参加及び財産を買い受けることができない。

1 国税徴収法第柁条(買受人の告邨艮)又は同法第108条第1項(公売実施の適正化のための
措置)に該当する方

2 名護市が定めるインターネット公売ガイドライン等の内容を承諾せず、順守できない方

3 公売財産の買受について一定の資格、その他の要件を'、要とする場合でとれらの資格なだを
有Lていない方

4 暴力団員による不当な行為の防.止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方

5 18歳未満の方。ただし、その親権者なPが代理人として参加する場合を除く。

6 n本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除く。

7日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所又は連絡
先がある場合を除く。

買受人についての
資格その他の要件

8

E十. 分まで00

8

年

10

年

2

時船分

2

上

月

12日午後

5 日 午
^

司 1」

2

10 三寺 00分

時関分

品情氏2のとおり

この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の

権利を有する者は、売却決定をする前旧までに債権現在額印立書により、その内容を名護市税務課に

申し出ること。なお、債権現在額申立書の用紙は右護市税務課にて配布する。

・・ 1 名護市役所税務課

配当を受ける者の権利の申出に0いて

お問合せ 名護市市民部税務課納税係 四80-謎-1212 (内線訟3)
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売却区分番号

名護市動公7-6-1

公売財産の名称
数量、性質及び所在等

公売公告別紙1(公売財産及び公売保証金)

正ノ」、',、、' 1!云
(電動キックボード)
型式:ルーL妃V500

島.

公売財産上の賃借権等の
権利の内容

なし

公売保証金

5,260円

見積価額

52,600円



1 公売財産の入札に係る買受の申込みをしようとする方(以下、「入札者」という。)は、公売参加申込

期間に次の手続きを行う必要があります。

(1)インターネット公売システム上の公売参加申し込み手続き

②前項の参加条件を満たすことを確認するため、書面による陳述書等の関係書類の提出

2 公売保証金の納付を要する公売財産についての入札は、その納付後でなければすることができません。

3 公売保証金は、銀行振込等で納付してください。

4 -度提出した入札書は引換、変更又は取消しをtることができません。
5 公売財産について、権利移転及び危険負担移転の時期は買受代金完納の時とします。
ただし、公売財産の買受人として一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格等を有

しない場合は、それぞれの要件を満たさなけれぱ櫂利移転の効果は生じません。例えば、公売財産が農
地等である場合、農業委員会等から権利移転の許可書または届出受理書が必要になります。

なお、買受代金納付後(農地等については、許可または届出の受理があ0たとき)に生じた財産の穀
損、焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。また、公売財産が動産、自動車などで

ある場合、市はその公売財産の引渡しを買受代金納付時の現況有姿で行います。
6 公売による権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税等)は買受人の負担となります。
7 公売財産の権利の移転につき登録を要するものについては、買受人は、買受代金納付の際に登録免許

税額に相当する印紙若しくは納付の領収証書(登録免許税法第23条)を提出してください。
8 買受人が買受代金を納付する時までに滞納税金完納の事実が証明されたとき又は買受代金納付後でも

公売を取り消すべき理由があるときは、公売を取り消します。
9 買受代金を納付しないときは、公売保証金をお返しすることはできません。
10 公売財産については、あらかじめその現況及び関係公癒等をご確認、ください。
Ⅱ公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、市は、担保責任を負いません。
]2 その他の事項については、名護市インターネット公売ガイドラインによります。

公売公告兼見積価額公告 別紙2



別紙(第7条関係)

名護市公告第円Z 号

令和 7年12月 19日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方白治法四召和22年法律第67号)第器4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

21世紀の森公園園路照明改修工事(そのD

概要

6

電気工事

入札日時

7

名護市宮里地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令手U8年3月玲日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

園路照明改修工事一式

最低制限価格

10

'謡

令和8年1月14日(水)午前9時30分

入札保証金

Ⅱ

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

13,838,000円

申請書提出期限

玲

設定する

工事内容に関する
質問締切日

H

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令平U7年12月26日(金)正午

担当課

令和8年1月7日(水)正午

令和8年1月8日(木)

令和8年1月6日(火)

卓

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
都市計画課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の電気工事A級に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令和8年明H日の入札日までの間)に本市発注の電気工事
(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の電気工事(予定価格1,000万円以上のもの)を施
工中の者ではないこと。ただし、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者a・2級電
気工事施工管理技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの問に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年12月26日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限
を過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申詰書(様式第3号)

2

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR IN'S登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

山配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和8年明6日(火)に指名
通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付し
ます。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、炊の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3


